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○与謝野町有線テレビ放送等施設条例 

平成１８年３月１日 

条例第１４号 

改正 平成１９年２月８日条例第２号 

平成１９年３月６日条例第５号 

平成２１年６月１６日条例第１７号 

平成２１年９月２４日条例第２３号 

平成２２年３月１日条例第４号 

平成２３年３月１４日条例第３号 

平成２４年９月２１日条例第１８号 

（設置） 

第１条 町の防災に関する事項及び行政全般の運営に関する事項並びに住民に必要な生活

情報を的確かつ迅速に提供することによって、新しい情報化社会に適応した明るく住みよ

い豊かな活力あるまちを建設し、住民福祉の向上に資するため、有線テレビ放送等施設を

設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 有線テレビ放送等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 与謝野町有線テレビ放送等施設 

(2) 位置 与謝野町字加悦４３３番地 

（管理運用） 

第３条 町長は、与謝野町有線テレビ放送等施設（以下「施設」という。）を常に良好な状

態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。 

（業務） 

第４条 施設では、次に掲げる業務を行う。 

(1) 災害及び緊急時等並びに防災に関する情報提供 

(2) 町をはじめ国、府及び公共的団体等の広報及び連絡 

(3) 福祉の向上及び生活環境の改善に関する情報提供 

(4) 生産技術の向上、経営の改善等の産業振興に関する情報提供 

(5) 教育、文化及びコミュニティに関する情報提供 

(6) 地上系テレビジョン放送等の再送信 

(7) 衛星系テレビジョン放送の受送信 
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(8) 町内商工、農林業者団体などによる消費者等の住民生活の改善に関する情報提供 

(9) インターネット接続等による通信サービスの提供 

(10) その他町長が必要と認めた情報提供 

（業務区域） 

第５条 施設の業務を行う区域は、与謝野町全域とする。 

（有線テレビ放送運営及び番組審議会） 

第６条 施設の運営、放送番組の適正化、情報の収集等について、広く意見を求めるため、

与謝野町有線テレビ放送運営及び番組審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。 

（加入申込み） 

第７条 施設に加入しようとする者は、町長に対し加入申込書を提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

（加入者） 

第８条 加入者とは、前条の規定により承認を受けた者で、送受信機器（以下「ONU」とい

う。）から音声告知放送受信機（以下「音声告知機」という。）、受像機又は端末機器ま

での宅内配線工事を完了した者をいう。 

（インターネット接続等の利用申込み） 

第９条 加入者で、インターネット接続等のサービスを受けようとする者は、別に定めると

ころにより、町長に利用を申し込み、承認を受けなければならない。 

（施設の設置） 

第１０条 本部施設、受信点施設、送信施設及び保安器等から音声告知機までの宅内配線は、

町が設置する。ただし、送信施設の一部については、実費負担とする。 

２ ONUから受像機まで及びONUから端末機器までの宅内配線は、加入しようとする者が負担

し、設置する。 

３ インターネット接続等のサービスを利用するために必要な端末機器、ソフトウェア等は、

サービスを受けようとする者が負担し、設置する。 

４ 施設設置後において、加入者の都合により、送受信設備に係る電柱及び路線を移転又は

変更する場合の経費は、電柱の移転費を除き加入者負担とする。 

（音声告知機の配置） 

第１１条 施設のうち音声告知機は、加入者１人につき１台を無償貸与とする。 

２ 音声告知機の設置場所は、町に備える機器貸与台帳による。 
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３ 音声告知機の被貸与者は、次の義務を負うものとする。 

(1) 氏名等に変更があった場合は、速やかに町長に届け出ること。 

(2) 音声告知機を転貸しないこと。 

(3) 故意又は過失によって、音声告知機を滅失又は損傷したときは、賠償し、原状回復

をすること。 

(4) 脱退しようとする者は、音声告知機を速やかに返納すること。 

（加入料の徴収） 

第１２条 施設の運営に対し、加入者１人につき１万円の加入料を徴収する。 

（利用料の徴収） 

第１３条 施設の利用について、加入者から利用料を徴収する。 

２ 利用料の額は、加入プランの利用区分に応じ、別表第１に定めるとおりとする。 

３ 前項に規定する利用料は、町長の発行する納入通知書により毎月徴収する。ただし、当

該年度において前納できるものとする。 

４ 施設の利用休止期間中の利用料は、第２項の規定にかかわらず、無料とする。 

５ 放送番組の録画について、申込者から別表第２のとおりダビング料を徴収するものとす

る。 

（手数料） 

第１４条 手数料は、次に掲げる区分により徴収する。 

(1) ONUの接続再開手数料 １件につき１，０００円 

(2) 加入プラン又は利用区分の変更手数料 １件につき５００円 

(3) インターネット接続等の内容変更手数料 １件につき５００円 

(4) グローバルIPアドレス割当サービスの初期設定手数料 １件につき３，０００円 

（施設設置費等の減免） 

第１５条 町長が特に必要があると認めたものについて、第１０条、第１２条、第１３条第

２項及び前条に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。 

（利用の停止等） 

第１６条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は加入の承認を取

り消すことができる。 

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。 

(2) 放送を故意に妨害したとき。 

(3) 施設を故意に損傷したとき。 
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(4) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。 

（免責） 

第１７条 町長は、施設の業務の提供の中断及び業務の提供に起因して利用者が損害を受け

た場合にあっても、一切の責任を負わない。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町情報連絡施設の設置及び管理に関す

る条例（平成２年加悦町条例第４号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 平成２３年度以降において施設に新規加入する者（過去に施設を脱退したことのない世

帯の者に限る。）には、当分の間、第１０条第１項に規定する送信施設の一部（標準工事

費の範囲内に限る。）の実費負担及び第１２条に規定する加入料を免除する。 

（平成２１・２２年度におけるケーブルモデムの負担の特例） 

４ 平成２１年度及び平成２２年度において新規にインターネット接続等のサービスを利

用しようとする者には、第１０条第３項のケーブルモデムについては、町から１台に限り

現物給付するものとし、給付後の管理費用については、すべて利用者負担とする。 

附 則（平成１９年２月８日条例第２号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月６日条例第５号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年６月１６日条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年９月２４日条例第２３号） 

改正 平成２２年３月１日条例第４号 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、岩滝地域及び野田川地域の加入者に対す

る第１３条及び第１４条の規定の適用については、平成２２年４月１日からとする。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行後において、加悦地域におけるONUからの宅内配線工事を完了していな

い加入者に対する改正前の第１３条第２項及び第３項に規定する利用料の額の適用につ

いては、改正後の第１３条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 

附 則（平成２２年３月１日条例第４号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１４日条例第３号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２１日条例第１８号） 

この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

別表第１（第１３条関係） 

加入プラン 利用区分 利用料（月額）

加入者１人に

つき 

追加料金 

有線テレビ インターネッ

ト接続等 

音声告知 

Aプラン 有線テレビ ― 音声告知 １，０００円  

Bプラン 有線テレビ 廉価プラン 音声告知 ３，０００メールアドレ

スは、追加１

個につき２０

０円とする。 

グローバルIP

アドレス割当

サービスは、

１個／IPアド

レス／１加入

で５，０００

円とする。 

基本プラン 音声告知 ４，０００

満足プラン 音声告知 ５，０００

Cプラン ― 廉価プラン 音声告知 ２，５００

基本プラン 音声告知 ３，５００

満足プラン 音声告知 ４，５００

Dプラン ― ― 音声告知 ０  

備考 インターネット接続等とは、メ－ルアドレスにあっては加入時の世帯員１人につき

１個、ホームページにあっては加入者１人につき容量５０MB 

グローバルIPアドレス割当サービスとは、Bプラン及びCプランのまんぞくプラン加

入者限定のオプションサービス 
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別表第２（第１３条関係） 

区分 ダビング料（１番組・１本当たり） 

町内者 ３００円（録画媒体別） 

町外者 １，０００円（録画媒体別） 

 


